
 

2018年 7月 25日 

    

                       

 
 

 

ヒロセホールディングス株式会社（本社：東京都江東区/代表取締役 廣瀬太一）は、北海

道上川郡東神楽町と「災害時における仮設橋等の仮設鋼材の供給に関する協定」を 7月 24日に締

結しました。 

 

１．締結式  

  日 程： 2018年 7月 24日（火） 10：00～11：00 

  場 所： 東神楽町役場 

２．概 要  

ヒロセ株式会社（以下、ヒロセ）橋梁旭川工場は、1992年 11月より、北海道上川郡東神楽

町の東神楽工業団地で操業しています。この度、その所在地である東神楽町と、災害時に迅速

かつ円滑な復旧活動の一助を担うべく、本協定を締結する運びとなりました。 

災害が発生し、落橋・道路陥没流出等、住民の皆さんへの救援に支障が生じた場合、東神

楽町からの要請によって、ヒロセは応急・復旧に必要な仮設資材を供給します 。 

尚、ヒロセは、東京本店東京工場所在地である千葉県浦安市と、2001年 10月に「災害時に

おける仮設橋の架橋に関する協定」を結んでいます。 

 

▲廣瀬太一 東神楽町長 山本 進様               ▲前列最左 ヒロセ社長平野精一 

 

＜お問合せ＞ 

ヒロセ株式会社 北海道支店 支店長 岡部  一人 TEL:011-232-0501 

ヒロセホールディングス株式会社  経営企画部 水谷 真由美 TEL:03-5634-4505  

 

以 上 

プレスリリース  

北海道上川郡東神楽町と「災害協定」を締結 

  


